
別紙－１

平成１７年度第２回中国地方整備局事業評価監視委員会の経緯及び結果

１．審議の経緯

平成１７年１０月４日に開催した平成１７年度第２回中国地方整備局事業評価

監視委員会において、次の事業について審議を行った。

◇河川事業

再評価対象事業 ：天神川水系直轄総合水系環境整備事業
てんじんがわ

江の川水系直轄総合水系環境整備事業
ごう かわ

◇港湾空港事業

再評価対象事業 ：油谷港唐崎地区 防波堤整備事業
ゆ や こ う か ら さ き ち く

鳥取港千代地区 防波堤整備事業
とっとりこうせ ん だ い ち く

◇道路事業

事後評価対象事業 ：一般国道９号 山口バイパス
やまぐち

２．審議の結果

事業者から各事業の概要、評価結果及び対応方針(案)について説明を受け、事業

が適切に実施されているか審議を行い、次のとおり意見の取りまとめを行った。

審議の結果、再評価対象の４事業は適切に実施されており、資料における「今後

の対応方針」のとおり事業継続とすることが妥当と判断した。

また、事後評価対象の１事業は、事業の効果が発現しており、今後の事後評価と

改善措置は必要ないと判断した。

○事業評価対象事業

□中国地方整備局事業全般

・特になし。

◇河川事業

・特になし。

◇港湾空港事業

・特になし。

◇道路事業

・特になし。


